
平成29年度 秋田県税務統計書

18 　狩　猟　税

登録
者数

調定額
登録
者数

調定額
登録
者数

調定額
登録
者数

調定額
登録
者数

調定額

953 15,724,500 601 9,916,500 101 1,666,500 98 1,617,000 89 1,468,500

466 3,821,200 723 5,928,600
許可捕獲者である者
（8,200円）

307 2,517,400 284 2,328,800 241 1,976,200

173 1,903,000 81 891,000 7 77,000 2 22,000 6 66,000

69 379,500 161 885,500
許可捕獲者である者
（5,500円）

29 159,500 28 154,000 22 121,000

1,078 - 1,035 - 1,127 -

7 57,400 2 16,400 1 8,200 1 8,200 3 24,600

4 16,400 5 20,500
許可捕獲者である者
（4,100円）

4 16,400 1 4,100 - -

1 5,500 - - - - - - - -

- - 1 2,700
許可捕獲者である者
（2,700円）

- - - - - -

15 - 8 - 17 -

24 196,800 20 164,000 5 41,000 6 49,200 22 180,400

31 127,100 31 127,100
許可捕獲者である者
（4,100円）

6 24,600 7 28,700 10 41,000

10 55,000 9 49,500 1 5,500 - - 1 5,500

5 13,500 8 21,600
許可捕獲者である者
（2,700円）

6 16,200 6 16,200 6 16,200

93 - 110 - 134 -

14 77,000 12 66,000 10 55,000 8 44,000 7 38,500

1 2,700 6 16,200
許可捕獲者である者
（2,700円）

1 2,700 - - - -

9 - 6 - 4 -

1,758 22,379,600 1,660 18,105,600 1,664 4,590,000 1,600 4,272,200 1,689 3,937,900

91.6 77.5 94.4 80.9 100.2 25.4 96.2 93.1 105.6 92.2

注 1　「登録者数」は免許種別ごとの延べ人数である。（22頁の納税義務者数は実人員であるため、一致しないことがある。）

   2　平成30年3月末現在、放鳥獣猟区は県内にはない。（放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録についての税率は４分の１である。）

19 　産業廃棄物税（法定外目的税）

注 1　「特別徴収義務者数」及び「施設数」は各年度の２月末日現在のものである。

   2  「申告納入者数」及び「申告納付者数」は各年度において、申告実績があった者の数である。

　 3　「申告納付者」とは、特別徴収義務者又は事業者で、自ら管理する最終処分場に搬入した者である。

区　　分
区　　分

（※平成27年度以降）

第
一
種
銃
猟
免
許

網
猟
免
許

わ
な
猟
免
許

申告納入者数 重量 調定額

平成29年度 12 238,386.580 206,511,29410 1915

平成27年度 12 308,636.962 253,639,406

平成28年度 12 212,082.072 199,074,819

9

9 19

1915

15

平成25年度 12 239,107.010 223,294,313

平成26年度 12 257,135.252 241,837,387

6

8 19

1915

15

対象鳥獣捕獲員である者
（2,700円）

対象鳥獣捕獲員等である者
（課税免除）

合　　計

前 年 比

人 トン 円

申告納付者数

人

施設数

箇所

特別徴収
義務者数

人

所得割額の納付を要する者
（8,200円）

所得割額の納付を要する者
（8,200円）

対象鳥獣捕獲員である者
（4,100円）

所得割額の納付を要しない者
（5,500円）

所得割額の納付を要しない者
（5,500円）

対象鳥獣捕獲員である者
（2,700円）

対象鳥獣捕獲員等である者
（課税免除）

第二種銃猟免許
（5,500円）

所得割額の納付を要する者
（5,500円）

対象鳥獣捕獲員である者
（5,500円）

対象鳥獣捕獲員等である者
（課税免除）

所得割額の納付を要する者
（8,200円）

所得割額の納付を要する者
（8,200円）

対象鳥獣捕獲員である者
（4,100円）

所得割額の納付を要しない者
（5,500円）

所得割額の納付を要しない者
（5,500円）

対象鳥獣捕獲員である者
（2,700円）

対象鳥獣捕獲員等である者
（課税免除）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

所得割額の納付を要する者
（16,500円）

所得割額の納付を要する者
（16,500円）

平成29年度

対象鳥獣捕獲員である者
（8,200円）

所得割額の納付を要しない者
（11,000円）

所得割額の納付を要しない者
（11,000円）
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